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第１編 地域福祉計画 

１ 計画策定の趣旨 

本計画では、ひきこもり、８０５０問題、ダブルケア、ヤングケアラー等、従来の制度や

分野の枠の中には当てはまりにくい、複雑化・複合化した課題が顕在化する中、地域共生社

会の実現に向け、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する「重層

的支援体制整備事業実施計画」を位置付ける他、「成年後見制度利用促進基本計画」を改訂

するとともに、誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、犯罪や非行をした

人が地域で孤立することなく、社会復帰できるよう支援を推進する「再犯防止推進計画」を

盛り込んだ計画とします。 

また、「地域福祉計画」は、「子ども・子育て支援総合計画」「健康うらやす21」「高齢者保

健福祉計画及び介護保険事業計画」「障がい者福祉計画」など関係する計画を包括するとと

もに、地域福祉の担い手である浦安市社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」とも

連携しながら、社会福祉法の改正内容を反映させた地域福祉推進のための計画とします。 

 
 

 

２ 計画の根拠となる法律 

平成29年（2017年）の社会福祉法の改正により、第107条第１項において、市町村地域福

祉計画の策定が努力義務として規定されました。また平成30年（2018年）の改正では、地

域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項が追加さ

れました。 

本計画は、この規定を根拠として策定するものです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に

定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、

共通して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関す

る事項 
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３ 連携・協力による計画の推進 

地域共生社会とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超

えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつ

ながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を指し

ています。地域共生社会を推進するためには、住民、関係機関・各種団体、社会福祉協議

会、市などがそれぞれの役割を果たし、お互い力を合わせ、地域福祉のさらなる向上を推

進していくことが必要です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 

計画の期間は、社会情勢の変化に柔軟に対応するため、５年計画（令和７年度（2025年

度）から令和11年度（2029年度）までの５か年）とします。 

計画期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 

       

       

       

       

       

       

 

浦安市地域共生社会推進計画（第４次浦安市地域福祉計画） 第３次計画 次期計画 

浦安市総合計画 
（基本構想：令和 21 年度まで 基本計画：令和 11 年度まで） 

次期計画 

浦安市高齢者保健福祉計画及び 
第９期浦安市介護保険事業計画 

次期計画 

浦安市障がい者福祉計画 次期計画 

第２期計画 第３期浦安市子ども・子育て支援総合計画 次期計画 

健康うらやす 21（第３次）（令和 18 年度まで） 第２次計画 
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●環境の変化により、様々な支援ニーズが 
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●高齢者・こども・障がい者・生活困窮と 
いった対象者ごとの支援体制だけでは、 
人びとが持つ様々なニーズへの対応が 

困難 
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５ 計画の位置づけ 

本計画は、浦安市総合計画で掲げている基本目標の１つである「誰もが健やかに自分ら

しく生きられるまちへ」を実現するため、行政と市民、地域の活動団体等との連携・協力

のあり方、具体的な施策の取り組みの方向性等、地域福祉を総合的かつ計画的に推進する

ための方策をまとめた計画であり、社会福祉法第107条に定められた市町村地域福祉計画

としても位置づけられます。 

さらに、本計画は、これまでに引き続き「成年後見制度利用促進計画」を位置付けると

ともに、今期より「重層的支援体制整備事業実施計画」「再犯防止推進計画」を位置付けた

計画とします。 

また、本計画は、分野別計画の「第３期浦安市子ども・子育て支援総合計画」、「健康う

らやす21（第３次）」、「浦安市障がい者福祉計画」、「浦安市高齢者保健福祉計画及び第９期

浦安市介護保険事業計画」との整合・連携を図りつつ、地域住民等の参加や連携・協力と

いう視点に立って策定しています。なお、各分野における課題分析や各種施策、事業の具

体的な方向性等については、分野別計画で定められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

浦安市総合計画 

浦安市地域共生社会推進計画 

（第４次浦安市地域福祉計画） 
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再犯防止推進計画 
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６ 計画の進行管理 

本計画に基づく施策を総合的・計画的に推進するためには、計画の進捗状況について、

定期的に調査・把握をし、達成状況をチェックする必要があります。 

そのため、各年度において分野別に実施状況を把握、点検し、ＰＤＣＡサイクルを確実

に行い、計画の着実な推進をめざしていきます。 

 

 

 

 

 
 
 

７ 計画の推進体制 

（１）庁内の推進体制  

庁内の関係各課における職員一人ひとりが横断的な連携や情報共有を図る意識を持っ

て、地域における切れ目のない支援を推進するために、関連施策や事業を着実に行います。 

 

（２）地域との協力体制の構築  

本計画の推進に当たっては、地域の協力体制が不可欠です。 

地域福祉に関わる団体等と連携を図るとともに、市内の企業・事業所等との連携も図り

ながら計画を推進していきます。 

 

（３）計画の内容と実施状況の公表  

本計画の策定及び変更については、浦安市公式サイト（ホームページ）や概要版の作成・

配布等により、広く市民に周知していきます。 

 
 
 

 
  

Do 

（実行） 

Plan 

（計画） 

Check 

（点検・評価） 

Action 

（見直し） 
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８ 基本理念 

すべての市民が住み慣れた地域の中で、いつまでも健康で、自分らしく心豊かに暮らし

続けられるまちを目指します。また、多様性を認め合い、地域の人々が抱える様々な課題

を「我が事」として捉え、共に解決していくことに取り組むとともに、思いやりと支え合

いの精神を育むことで、誰もが安心して生活できる環境を整え、すべての市民が自らの生

活を豊かにし、地域社会に貢献できるような共生社会を構築していきます。 
 

基 本 理 念 

誰もが健やかに自分らしく生きられるまちへ 

― 地域共生社会の実現に向けて ― 
 
 

９ 重点施策 

（１）誰一人取り残さない地域共生社会の推進（ひきこもり、孤独・孤立への 

支援の推進）  

誰一人取り残さない地域共生社会を推進するため、ひきこもりや孤独・孤立への支援を

強化します。そのため、地域住民や専門機関と連携し、困難を抱える人々への訪問支援や

相談窓口を充実するとともに、交流の場を提供し、コミュニティのつながりを深める活動

を推進します。 
 

（２）地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備  

地域共生社会の実現に向け、地域の多様なニーズに応じた支援体制を整備し、誰もが安

心して生活できる環境を整えます。地域の住民や団体との連携を強化し、相互理解と協力

を促進します。個々の状況に応じた包括的支援体制を構築することを通じ、地域全体の活

性化を目指します。 
 

（３）年齢に関わりなく希望に応じて活躍し続けられ、多世代が共に安心して 

暮らせる地域の構築  

高齢社会をめぐる様々な変化に伴う社会課題に適切に対処し、あらゆる世代が地域にお

いて共に生き、共に支え合う社会を構築していくため、年齢に関わらず、それぞれの意欲

や能力に応じて、経済社会における様々な活動に参画する多様な機会を確保し、その能力

を十分に発揮できる環境を創るとともに、地域社会のつながりや支え合いによる包摂的な

社会の構築を進めます。 
 

（４）地域福祉活動への市民の参加の推進（地域福祉の担い手育成、担い手 

不足の解消）  

地域住民、ボランティア団体、ＮＰＯ等の地域福祉活動へ、活動に必要な情報の提供や必

要な知識、技術の習得、活動拠点の支援や、地域福祉を推進する人材の養成を推進します。 
 
（５）地域福祉推進の中心的役割を果たす社会福祉協議会の活動拡充への支援  

地域福祉推進の中核を担う社会福祉協議会と市がさらなる連携強化を図りながら、各種

ボランティアをはじめとする住民主体の活動推進に加え、今後も増加が見込まれる単身高

齢者への支援や、地域のコミュニティ形成、助け合いの場づくりといった地域福祉活性化

事業等について拡充を図ります。 
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10 基本方針 

（１）健やかに暮らせるまちをめざして  

健やかに暮らせるまちを目指すためには、地域全体で見守り支える体制を構築すること

が重要です。妊産婦や子育て世代にやさしい環境を整え、こどもたちに安心して過ごせる

居場所を提供し、要配慮者の見守りに取り組んでいきます。 

また、市民一人ひとりの健康づくりを推進するため、市民主体の健康活

動を展開し、こころの健康や自殺予防に取り組むとともに、地域での健康

や介護予防、スポーツ活動を推進します。 

 
 
（２）いつまでも自分らしく暮らせるまちをめざして  

いつまでも自分らしく暮らせるまちを目指し、包括的な支援体制を整備

します。相談支援体制を充実させ、地域づくりを支援し、アウトリーチ等に

より、支援ニーズを抱えながらも支援が届いていない人・世帯へアプローチ

します。また、わかりやすい情報提供とデジタル技術を活用し、地域福祉を

推進します。さらに、ケアマネジメント体制の強化や福祉サービスの質向

上、成年後見制度の利用促進など、多様な困りごとに対応する体制を整えていきます。 

 
 
（３）生きがいとふれあいがあふれるまちをめざして  

生きがいとふれあいがあふれるまちを目指し、市民の自主的活動を支援します。「生きが

いづくり」を促進し、地域福祉活動への参加機会を増やし、個性や能力を発揮できる場を

提供します。ボランティア活動を活性化し、活動団体への支援を行い、地域

福祉の担い手を育成して担い手不足を解消します。さらに、住民主体の取り

組みや社会福祉協議会との連携を強化し、多様な主体との協力を進めます。 

 

 

（４）誰もが支え合い、助け合うまちをめざして  

誰もが支え合い、助け合うまちを目指し、住民の相互理解を促進します。福祉について

学ぶ機会、多くの人と交流する機会づくりを進め、多様性を尊重し、人権を

大切にする意識を育みます。また、地域づくりにおいては、虐待予防や防止

体制を強化し、サービス利用者の権利をしっかりと擁護する仕組みを充実

させます。 

 
 
（５）安心して住み続けることができるまちをめざして  

安心して住み続けることができるまちを目指し、住宅セーフティネットを整

備し、防災対策や防犯・交通安全対策を推進します。また、「まち・ひと・ここ

ろ」で支えるまちづくりとして、すべての人に優しい環境を整備し、公共施設の

ユニバーサルデザイン化やバリアフリー化を進めます。さらに、多文化共生を

促進し、多様な人々が安心して暮らせる地域を築いていきます。  
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11 体系図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（１）包括的な支援体制の整備 

［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向性 ］ ［ 基本方針 ］ 

誰
も
が
健
や
か
に
自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
ま
ち
へ 

― 

地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て 

― 

（１）地域で見守り支える 

まちづくり 

（２）つながりを通じた健康づくり

の推進 

（２）情報提供体制の充実 

（３）地域での生活を支援する 

サービスの展開 

基本方針 １ 
 
健やかに暮らせる
まちをめざして 

基本方針 ２ 
 
いつまでも自分ら
しく暮らせる 
まちをめざして 

基本方針 ３ 
 
生きがいとふれあ
いがあふれる 
まちをめざして 

（３）地域福祉を推進する人と 

体制づくり 

（４）様々な困りごとを支援する 

体制の充実 

（１）市民による自主的活動への 

支援 

（２）市民による支え合い活動の 

活性化 

（１）安心・安全な暮らしづくり 

（２）権利が擁護される地域づくり 

（１）相互理解の促進 

（２）「まち・ひと・こころ」で 

支えるまちづくり 

基本方針 ５ 
 
安心して住み続け
ることができる 
まちをめざして 

５ 

地
域
福
祉
推
進
の
中
心
的
役
割
を
果
た
す
社
会
福
祉
協
議
会
の
活
動
拡
充
へ
の
支
援 

４ 

地
域
福
祉
活
動
へ
の
市
民
の
参
加
の
推
進
（
地
域
福
祉
の
担
い
手
育
成
、
担
い
手
不
足
の
解
消
） 

３ 

年
齢
に
関
わ
り
な
く
希
望
に
応
じ
て
活
躍
し
続
け
ら
れ
、
多
世
代
が
共
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
の
構
築 

２ 

地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
包
括
的
な
支
援
体
制
の
整
備 

１ 

誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
地
域
共
生
社
会
の
推
進
（
ひ
き
こ
も
り
、
孤
独
・
孤
立
へ
の
支
援
の
推
進
） 

基本方針 ４ 
 
誰もが支え合い、 
助け合う 
まちをめざして 

［ 重点施策 ］ 
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① 包括的な相談支援体制の充実  ② 地域づくりに向けた支援の充実 

③ アウトリーチによる必要な支援を届けるためのアプローチ 

［ 具体的な取り組み ］ 

① 妊産婦や子育てにやさしいまちづくり ② こどもたちの居場所づくり 

③ 要配慮者の見守り 

① 市民による健康づくり活動の展開  ② こころの健康・自殺予防 

③ 地域の健康・介護予防・スポーツ活動の充実 

① わかりやすい情報提供と情報バリアフリーの推進 

② デジタル技術を活用した地域福祉の推進 

① ケアマネジメント体制の充実とサービスの質の向上  ② 福祉サービス施策の推進 

③ 福祉サービスに関する苦情受付・解決の仕組みの充実 

① 住民主体の取り組みの推進  ② 社会福祉協議会の活動拡充 

③ 多様な主体との連携づくり 

① 成年後見制度の利用促進  ② 犯罪被害者等への支援 

③ 再犯防止の支援          ④ ひきこもり、孤独・孤立への取り組み 

① 市民の「生きがいづくり」への支援 ② 地域福祉活動への参加機会の拡充 

③ 個性と能力を充分に発揮できる場の創出 

① ボランティア活動の活性化 ② ボランティア活動団体、市民活動団体等への活動支援 

③ 地域福祉の担い手育成、担い手不足の解消 

① 住宅セーフティネットの充実  ② 防災対策の推進 

③ 防犯・交通安全対策の推進 

① 虐待の防止    ② サービス利用者の権利擁護の充実 

① 多様性を認め合う意識醸成  ② 人権尊重の意識づくり 

③ 福祉教育の推進  

① すべての人にやさしいまちづくり   

② 公共施設のユニバーサルデザイン化・バリアフリー化の推進 ③ 多文化共生の推進 



 

9 

 

第２編 重層的支援体制整備事業実施計画 

１ 重層的支援体制整備事業実施の概要 

本市は、重層的支援体制整備事業に取り組むことにより、高齢・障がい・こども・生活困

窮の各分野でそれぞれ取り組んできた「相談支援」「参加支援」「地域づくり支援」の各支援

を一体的に行い、既存の制度の仕切りは残したまま、対象者別の制度の壁を低くすることで、

風通しをよくし、スムーズな連携を目指します。包括的支援体制を構築するとともに、一人

ひとりがつながり寄り添い合いながら暮らしていける地域づくりに取り組みます。 

複数の分野にまたがる相談や、狭間のニーズに対応し、一人ひとりの状況に応じたオー

ダーメイドの支援や、寄り添いながら伴走する支援を充実させていきます。複雑化・複合

化する事例については、重層的支援会議や支援会議を活用し、支援に関わる複数の支援機

関が連携して支援の方向性を統一して取り組みます。 

 

２ 計画の位置付け 

重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、社会福祉法第106条の５において、事業の

提供体制に関する事項等を定める計画を策定するよう努めることとされています。 

事業を実施することで、本計画の上位計画である「第４次浦安市地域福祉計画」におい

て目標としている地域共生社会の実現に取り組みます。 

本計画は、総合計画や各分野別の計画と整合・連携する計画とします。 

 

３ 重層的支援体制整備事業における各事業の実施体制 

◎ 重層的支援体制整備事業における実施体制の全体像 

本市は、既存の相談支援体制や地域づくりに関する事業を最大限活用しながら、包括的

支援体制の構築のために充実させるべき点を考えるとともに、「重層的」という言葉であら

わされるように、一体的に行う３つの支援（①対象者の属性を問わない相談支援、②多様

な参加支援、③地域づくりに向けた支援）に係る５つの事業がそれぞれ連携し、重なり合

うことで誰ひとり取り残さない体制を構築していきます。 
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第３編 成年後見制度利用促進基本計画 

１ 計画策定の趣旨 

認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない人は、財産の管理や契

約等の法律行為を行うことが難しい場合があります。成年後見制度は、こうした判断能力

が十分でない人について、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、財産の管理や

福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援する制度です。 

しかし、成年後見制度は、財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを支える重要な

手段であるにもかかわらず、これまで十分に活用されていませんでした。高齢化の進行に

伴い、成年後見制度の重要性は一層高まることから、成年後見制度の利用の促進が求めら

れています。 

本市においても、認知症高齢者や精神障がいのある方等の増加、家族のあり方の変化等

を背景に、今後、成年後見制度の利用の更なる増加が見込まれることから、支援を必要と

する人が適切に制度につながり、その人の権利が守られる地域づくりを目指し、今回「浦

安市地域福祉計画」の見直しに合わせて、「浦安市成年後見制度利用促進基本計画」を策定

します。 
 
２ 計画の位置づけ 

成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条の規定に基づき、成年後見制度利用促進

の理念や方向性を明らかにするものです。 

「千葉県地域福祉支援計画」を踏まえるとともに、「浦安市総合計画」を上位計画として

策定した「第４次浦安市地域福祉計画」との整合性を図ります。 

成年後見制度とは、民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意

後見があります。計画では成年後見のほか、民法に規定された未成年後見も対象とします。 
 

３ 施策の体系 

 
  

［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向性 ］ ［ 基本方針 ］ 

権
利
と
利
益
を
守
り
、
だ
れ
も
が
安
心
し
て 

暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り 

（２）後見人の受任者調整 

（１）成年後見制度のアセスメント 

（３）後見事務・活動に関する支援 

（４）市民後見人の養成 

基本方針 ２ 
 
成年後見制度の 
利用促進 

（２）必要な人へのアプローチ 

基本方針 １ 
 
成年後見制度の 
広報・啓発 

（１）成年後見制度の広報・啓発 

（３）成年後見制度利用の相談受付 

（１）申立てができない人への支援 

（２）経済的な理由により利用が 

困難な人への支援 

基本方針 ３ 
 
安心して成年後見
制度を利用できる
環境整備 
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第４編 再犯防止推進計画 

１ 計画策定の趣旨 

罪を犯した人の中には、出所後帰る場所がなく、安定した仕事や住居を失い、地域社会

で生活する上で様々な課題を抱えている人が多くいます。このような人の中には、地域社

会とも行政ともつながることができず孤立し、必要な支援を受けることができず再び罪を

犯してしまう人たちがいます。 

本市においても「浦安市再犯防止推進計画」を策定し、保護司等と協力しつつ、犯罪や

非行をした人が地域で孤立することなく、円滑に社会復帰するための支援を推進すること

で、誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。 

なお、再犯防止の施策を実施するにあたっては、犯罪被害者やその家族の心情等に配慮

します。 

 

２ 計画の位置づけ 

再犯防止推進法第８条第１項の規定に基づき、浦安市における再犯防止に関する理念や

方向性を明らかにするものです。 

「千葉県地域福祉支援計画」を踏まえるとともに、「浦安市総合計画」を上位計画として

策定した「第４次浦安市地域福祉計画」との整合性を図ります。 

 

３ 計画の体系図 
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［ 基本理念 ］ 

基本目標３ 関係機関との連携 

基本目標２ 福祉・保健医療サービスの利用促進 

基本目標１ 安定した生活の確保 

基本目標４ 広報・啓発活動の充実 

すべての人が支え合い、安全で安心して 

暮らせるまちづくり 


